
　

　

　
　 　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　 　

　

-303 ・304-

高層屋内貯蔵所
政令第１０条第１項

独立専用

屋

内

貯

蔵

所

建築物内設置
（他用途内）

※５

特定屋内

　　　　　６．　太線によるフローは、屋内貯蔵所の標準を示す｡

　　　　　２．　※２指定過酸化物とは、規則第１６条の３に規定する危険物をいう。　

３Ｆ

　　　　　５．　※５高引火点危危険物とは、引火点１00℃以上の第４類の危険物をいう。

屋内貯蔵所

　　（注）１．　※１火薬類とは、規則第７２条第１項に規定する危険物をいう。　

規則第１６条の２の５

政令第１０条第３項

高引火点危険物のみ

平屋建

２０　m　未　満
軒　高　６　m　以　上

１Ｆ

２Ｆ

平屋建以外

  ６ｍ未満

  ６ｍ未満

  ６ｍ未満

　

６m未満

軒　高　６　m　以　上
２０　m　未　満

２０m未満

軒　高　６　m　未　満

※５

（表１）軒　高　６　m　未　満

屋 内 貯 蔵 所 の 区 分 表

※５

政令第１０条第１項
規則第７２条

火薬類屋内貯蔵所

標　　準

※１

屋内貯蔵所

規則第１６条の２

政令第１０条第１項

政令第１０条第７項
規則第１６条の４

アルキルアルミニウム等屋内貯蔵所
政令第１０条第７項
規則第１６条の６

政令第１０条第７項
規則第１６条の７

政令第１０条第５項

（表３）

高引火点特定屋内貯蔵所
政令第１０条第５項
規則第１６条の２の６第２項

高層特定屋内貯蔵所
政令第１０条第４項
規則第１６条の２の３第３項

政令第１０条第２項

（表２）高引火点高層特定屋内貯蔵所
政令第１０条第５項
規則第１６条の２の６第３項

政令第１０条第５項
規則第１６条の２の４第３項

政令第１０条第４項
規則第１６条の２の３第２項

規則第１６条の２の４第２項

※２

※３

建築物内屋内貯蔵所

高引火点高層屋内貯蔵所

高引火点屋内貯蔵所

指定過酸化物屋内貯蔵所

ヒドロキシルアミン等屋内貯蔵所

高引火点平屋建以外屋内貯蔵所

平屋建以外屋内貯蔵所

特定屋内貯蔵所

第２類または第４類のみ

倍数５０倍以下

（表４）

（表１）

（表１）

（表１）

（表２）

（表２）

（表２）

（表３）

　　　　　７．　（表１）、（表２）、（表３）、（表４）は、次ページからの一覧表を示す｡

　　　　　４．　※４ヒドロキシルアミン等とは、第５類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するものをいう。

※５

※５

　　　　　３．　※３アルキルアルミニウム等とは、第３類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するものをいう｡

倍数２０倍以下

倍数５０倍以下
高引火点危険物のみ

政令第１０条第５項

第２類（引火性固体を除く）
第４類（引火点７０℃未満を除く）　

※４

高引火点危険物のみ

高引火点危険物のみ

倍数５０倍以下
第２類または第４類のみ

倍数５０倍以下

高引火点危険物のみ


